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(57)【要約】
【課題】自動運転車両が環境に応じて適切な動作を行な
い得るかを確認するための動作シミュレータ及びそのよ
うな自動運転車両の動作確認方法を提供するものである
。
【解決手段】自動運転車両の環境条件を表す環境条件情
報を取得する環境条件取得手段１１と、自動運転車両の
環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義され
たルールを表すルール情報を用い、該ルール情報にて表
される前記ルールに基づいて、前記環境条件取得手段に
より取得された環境条件情報にて表される環境条件に対
応した動作を決定するルールベース処理ユニット１２と
、前記ルールベース処理ユニットにて決定された動作を
表す動作情報を出力する出力手１４段とを有する構成と
なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得する環境条件取得手段と、
　自動運転車両の環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表す
ルール情報を用い、該ルール情報にて表される前記ルールに基づいて、前記環境条件取得
手段により取得された環境条件情報にて表される環境条件に対応した動作を決定するルー
ルベース処理ユニットと、
　前記ルールベース処理ユニットにて決定された動作を表す動作情報を出力する出力手段
とを有する自動運転車両の動作シミュレータ。
【請求項２】
　前記ルール情報を格納するルール情報格納手段を有し、
　前記ルールベース処理ユニットは、前記ルール情報格納手段に格納された前記ルール情
報にて表されるルールに基づいて前記環境条件に対応する動作を決定する請求項１記載の
自動運転車両の動作シミュレータ。
【請求項３】
　自動運転車両の動作を制御する制御ユニットに結合される当該自動運転車両の動作シミ
ュレータであって、
　前記自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を前記制御ユニットに提供する環境条
件提供手段と、
　前記環境情報提供手段によって前記環境条件情報が前記制御ユニットに提供された後に
前記制御ユニットから自動運転車両の動作を表す動作情報を取得したときに、自動運転車
両の環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を
用い、該ルール情報にて表される前記ルールに基づいて、取得した前記動作情報にて表さ
れる動作が前記制御ユニットに提供された前記環境条件情報にて表される環境条件のもと
で適切であるか否かを判定する判定手段とを有する自動運転車両の動作シミュレータ。
【請求項４】
　前記ルール情報を格納するルール情報格納手段を有し、
　前記判定手段は、前記ルール情報格納手段に格納された前記ルール情報にて表されるル
ールに基づいて、取得した前記動作情報にて表される動作が前記制御ユニットに提供され
前記環境条件情報にて表される環境条件のもとで適切であるか否かを判定する請求項３記
載の自動運転車両の動作シミュレータ。
【請求項５】
　前記ルール情報は、法律に規定された車両走行に際して遵守すべき交通規則に基づいて
定められたルールを表す請求項１乃至４のいずれかに記載の自動運転車両の動作シミュレ
ータ。
【請求項６】
　前記ルール情報は、環境条件と動作とによって記述される決定表を含む請求項１乃至５
のいずれかに記載の自動運転車両の動作シミュレータ。
【請求項７】
　自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得する環境条件取得ステップと、
　自動運転車両の環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表す
ルール情報を用い、該ルール情報にて表される前記ルールに基づいて、前記環境条件取得
ステップにより取得された環境条件情報にて表される環境条件に対応した動作を決定する
動作決定ステップと、
　前記動作決定ステップにて決定された動作を表す動作情報を対応する環境条件とともに
出力する出力ステップとを有する自動運転車両の動作確認方法。
【請求項８】
　制御ユニットにより動作が制御される自動運転車両の動作確認方法であって、
　前記自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を前記制御ユニットに提供する環境条
件提供ステップと、
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　前記環境情報提供ステップによって前記環境条件情報が前記制御ユニットに提供された
後に前記制御ユニットから自動運転車両の動作を表す動作情報を取得したときに、自動運
転車両の環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情
報を用い、該ルール情報にて表される前記ルールに基づいて、取得した前記動作情報にて
表される動作が前記制御ユニットに提供された前記環境条件情報にて表される環境条件の
もとで適切であるか否かを判定する判定ステップとを有する自動運転車両の動作確認方法
。
【請求項９】
　自動運転車両の環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表す
ルール情報を取得するルール情報取得手段と、
　自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得する環境条件取得手段と、
　取得された前記ルール情報によって表されるルールに基づいて、前記環境条件取得手段
により取得された環境条件情報にて表される環境条件に対応する動作を決定するルールベ
ース処理ユニットと、
　前記ルールベース処理ユニットにより決定された動作を自動運転車両にさせる動作制御
手段とを有する自動運転車両の制御装置。
【請求項１０】
　前記ルール情報を格納するルール情報格納手段を有し、
　前記ルール情報取得手段は、前記ルール情報格納手段に格納された前記ルール情報を取
得する請求項９記載の自動運転車両の制御装置。
【請求項１１】
　前記ルール情報は、法律に規定される車両走行に際して順守すべき交通規則に基づいて
定められたルールを表す法律基準ルール情報を含む請求項９または１０記載の自動運転車
両の制御装置。
【請求項１２】
　前記ルール情報は、環境条件と動作とによって記述される決定表を含む請求項９乃至１
１のいずれかに記載の自動運転車両の制御装置。
【請求項１３】
　自動運転車両の環境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表す
ルール情報を取得するルール情報取得ステップと、
　自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得する環境条件取得ステップと、
　取得された前記ルール情報によって表されるルールに基づいて、前記環境条件取得手段
により取得された環境条件情報にて表される環境条件に対応する動作を決定する動作決定
ステップと、
　前記動作決定ステップにより決定された動作を自動運転車両にさせる動作制御ステップ
とを有する自動運転車両の制御方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、環境に応じた動作を行って自立走行する自動運転車両の動作シミュレータ、
そのような自動運転車両の動作確認方法、また、環境に応じた動作を行って自立走行する
自動運転車両の制御装置及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、道路交通環境等の環境に応じた動作を行って自立走行する自動運転車両が種々提
案されている（例えば、特許文献１参照）。このような自動運転車両では、搭載された制
御ユニット（ＥＣＵ）が種々のセンサからの検出情報に基づいて環境（例えば、走行車線
、前方車両との車間距離、交差点での信号の状態、路面の状態、障害物の存否等）に関す
る情報を取得し、その取得された環境に応じた動作（例えば、直進走行、右折、左折、停
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止、減速、車線変更、停止等）がなされるように制御を行なう。そして、前記自動運転車
両は、その制御ユニットによる制御に従った動作を行うことによって自律走行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１６５３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したような環境に応じた動作を行って自立走行する自動運転車両の制御ユニット（
ＥＣＵ）を設計する場合、その制御ユニット（ＥＣＵ）によって制御される自動運転車両
が環境に応じて適切な動作を行ない得るかを確認するための動作シミュレータが有用であ
る。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、自動運転車両が環境に応じて適切
な動作を行ない得るかを確認するための動作シミュレータ及びそのような自動運転車両の
動作確認方法を提供するものである。
【０００６】
　また、本発明は、自動運転車両が環境に応じて適切な動作を行なうように制御し得る制
御装置及びその制御方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る自動運転車両の動作シミュレータは、自動運転車両の環境条件を表す環境
条件情報を取得する環境条件取得手段と、自動運転車両の環境条件に対応する当該自動運
転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を用い、該ルール情報にて表される前
記ルールに基づいて、前記環境条件取得手段により取得された環境条件情報にて表される
環境条件に対応した動作を決定するルールベース処理ユニットと、前記ルールベース処理
ユニットにて決定された動作を表す動作情報を出力する出力手段とを有する構成となる。
【０００８】
　このような構成によれば、自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得すると、
ルール情報にて表されるルールに基づいて決定された前記環境条件に対応した動作を表す
動作情報が出力される。こりにより、利用者は、自動運転車両の環境条件を提供すると、
あるルールに基づいて決定された前記環境条件に対応した動作を知ることができる。
【０００９】
　本発明に係る自動運転車両の動作シミュレータにおいて、前記ルール情報を格納するル
ール情報格納手段を有し、前記ルールベース処理ユニットは、前記ルール情報格納手段に
格納された前記ルール情報にて表されるルールに基づいて前記環境条件に対応する動作を
決定する構成とすることができる。
【００１０】
　このような構成によれば、動作を決定するために用いられるルール情報を外部から取得
することなく、ルール情報格納手段から取得することができる。
【００１１】
　本発明に係る自動運転車両のシミュレータは、自動運転車両の動作を制御する制御ユニ
ットに結合される当該自動運転車両の動作シミュレータであって、前記自動運転車両の環
境条件を表す環境条件情報を前記制御ユニットに提供する環境条件提供手段と、前記環境
情報適用手段によって前記環境条件情報が前記制御ユニットに提供された後に前記制御ユ
ニットから自動運転車両の動作を表す動作情報を取得したときに、自動運転車両の環境条
件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を用い、該ル
ール情報にて表される前記ルールに基づいて、取得した前記動作情報にて表される動作が
前記制御ユニットに提供された前記環境条件情報にて表される環境条件のもとで適切であ
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るか否かを判定する判定手段とを有する構成となる。
【００１２】
　このような構成によれば、結合される制御ユニットに自動運転車両の環境条件を表す環
境条件情報を提供した後に、前記制御ユニットから自動運転車両の動作を表す動作情報を
取得したときに、ルール情報にて表されるルールに基づいて、その取得した動作情報にて
表される動作が前記制御ユニットに提供した環境条件情報にて表される環境条件のもとで
適切であるか否かが判定される。利用者は、その判定結果から、自動運転車両の制御ユニ
ットの動作制御が、提供された環境条件のもとで適切であったか否かを知ることができる
。
【００１３】
　本発明に係る自動運転車両のシミュレータにおいて、前記ルール情報を格納するルール
情報格納手段を有し、前記判定手段は、前記ルール情報格納手段に格納された前記ルール
情報にて表されるルールに基づいて、取得した前記動作情報にて表される動作が前記制御
ユニットに提供され前記環境条件情報にて表される環境条件のもとで適切であるか否かを
判定する構成とすることができる。
【００１４】
　このような構成により、動作が適当であるか否かを判定するために用いられるルール情
報を外部から取得することなく、ルール情報格納手段から取得することができる。
【００１５】
　本発明に係る各自動運転車両のシミュレータにおいて、前記ルール情報は、法律に規定
された車両走行に際して遵守すべき交通規則に基づいて定められたルールを表す構成とす
ることができる。
【００１６】
　このような構成により、法律に規定された車両走行に際して順守すべき交通規則に基づ
いて定められたルール基づいて、環境条件に対応した動作を決定することができ、または
、指定した環境条件に対して自動運転車両にてなされる動作制御が適切であるか否かを判
定することができる。従って、法律に規定された交通規則を順守するような動作を自動運
転車両に行わせ得る制御装置を容易に設計することができる。
【００１７】
　本発明に係る各自動運転車両のシミュレータにおいて、前記ルール情報は、環境条件と
動作とによって記述される決定表を含む構成とすることができる。
【００１８】
　このような構成によれば、決定表に基づいて、環境条件に対応した動作を容易に決定す
ることができ、または、指定した環境条件に対して自動運転車両にてなされる動作制御が
適切であるか否かを容易に判定することができる。
【００１９】
　本発明に係る自動運転車両の動作確認方法は、自動運転車両の環境条件を表す環境条件
情報を取得する環境条件取得ステップと、自動運転車両の環境条件に対応する当該自動運
転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を用い、該ルール情報にて表される前
記ルールに基づいて、前記環境条件取得ステップにより取得された環境条件情報にて表さ
れる環境条件に対応した動作を決定する動作決定ステップと、前記動作決定ステップにて
決定された動作を表す動作情報を対応する環境条件とともに出力する出力ステップとを有
する構成となる。
【００２０】
　また、他の本発明に係る自動運転車両の動作確認方法は、制御ユニットにより動作が制
御される自動運転車両の動作確認方法であって、前記自動運転車両の環境条件を表す環境
条件情報を前記制御ユニットに提供する環境条件提供ステップと、前記環境情報提供ステ
ップによって前記環境条件情報が前記制御ユニットに提供された後に前記制御ユニットか
ら自動運転車両の動作を表す動作情報を取得したときに、自動運転車両の環境条件に対応
する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を用い、該ルール情報
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にて表される前記ルールに基づいて、取得した前記動作情報にて表される動作が前記制御
ユニットに提供された前記環境条件情報にて表される環境条件のもとで適切であるか否か
を判定する判定ステップとを有する構成となる。
【００２１】
　更に、本発明に係る自動運転車両の制御装置は、自動運転車両の環境条件に対応する当
該自動運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を取得するルール情報取得手
段と、自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得する環境条件取得手段と、取得
された前記ルール情報によって表されるルールに基づいて、前記環境条件取得手段により
取得された環境条件情報にて表される環境条件に対応する動作を決定するルールベース処
理ユニットと、前記ルールベース処理ユニットにより決定された動作を自動運転車両にさ
せる動作制御手段とを有する構成となる。
【００２２】
　このような構成により、自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報が取得されると、
ルール情報にて表されるルールに基づいて、取得された環境条件情報にて表される環境条
件に対応した動作が決定され、その決定された動作を自動運転車両に行わせる制御がなさ
れる。
【００２３】
　本発明に係る自動運転車両の制御装置において、前記ルール情報を格納するルール情報
格納手段を有し、前記ルール情報取得手段は、前記ルール情報格納手段に格納された前記
ルール情報を取得する構成とすることができる。
【００２４】
　このような構成によれば、環境条件に対応した動作を決定するために用いられるルール
情報を外部から取得することなく、ルール情報格納手段から取得することができる。
【００２５】
　本発明に係る自動運転車両の制御装置において、前記ルール情報は、法律に規定される
車両走行に際して順守すべき交通規則に基づいて定められたルールを表す法律基準ルール
情報を含む構成とすることができる。
【００２６】
　このような構成によれば、法律に規定された車両走行に際して順守すべき交通規則に基
づいて定められたルール基づいて、環境条件に対応した自動運転車両の動作制御を行なう
ことができる。
【００２７】
　本発明に係る自動運転車両の制御装置において、前記ルール情報は、環境条件と動作と
によって記述される決定表を含む構成とすることができる。
【００２８】
　このような構成によれば、決定表に基づいて、環境条件に対応して制御すべき自動運転
車両の動作を容易に決定することができる。
【００２９】
　本発明に係る自動運転車両の制御方法は、自動運転車両の環境条件に対応する当該自動
運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報を取得するルール情報取得ステップ
と、自動運転車両の環境条件を表す環境条件情報を取得する環境条件取得ステップと、
　取得された前記ルール情報によって表されるルールに基づいて、前記環境条件取得手段
により取得された環境条件情報にて表される環境条件に対応する動作を決定する動作決定
ステップと、前記動作決定ステップにより決定された動作を自動運転車両にさせる動作制
御ステップとを有する構成となる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る自動運転車両のシミュレータ及び自動運転車両の動作確認方法によれば、
自動運転車両が環境に応じて適切な動作を行ない得るかを確認することができる。
【００３１】
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　また、本発明に係る自動運転車両の制御装置及び制御方法によれば、自動運転車両が環
境に応じて適切な動作を行なうように制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る自動運転車両の動作シミュレータの基本的な
構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、信号機に関する交通規則を規定した道路交通法施行令の内容を示す図で
ある。
【図３】図３は、決定表で記述された信号灯ルール（ルール情報）を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、決定表で記述された黄色停止ルール（ルール情報）を示す図である
。
【図４Ｂ】図４Ｂは、決定表で記述された停止ルール（ルール情報）を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る自動運転車両の制御装置の基本的な構成を示
すブロック図である。
【図６】図６は、決定表で記述されたサッカーボールルール（ルール情報）を示す図であ
る。
【図７】図７は、決定表で記述されたボールルール（ルール情報）を示す図である。
【図８】図８は、決定表で記述された一般道路緊急停止条件ルール（ルール情報）を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３４】
　本発明の実施の一形態に係る自動運転車両の動作シミュレータは、図１に示すように構
成される。図１において、この動作シミュレータ１０は、制御ユニット１１、ルールベー
スエンジン１２（ルールベース処理ユニット）、入出力インタフェース１３、表示部１４
及び記憶部１５（ルール情報格納部）を有している。記憶部１５には、自動運転車両の環
境条件に対応する当該自動運転車両の動作が定義されたルールを表すルール情報が格納さ
れている。
【００３５】
　ルール情報が表す環境条件は、自動運転車両の動作に影響を与える環境についての条件
であれば特に限定されず、例えば、走行車線、前方車両との車間距離、交差点での信号灯
の状態、路面の状態、障害物の存否等の環境についての条件を含み得る。ルール情報は、
法律、例えば、道路交通法に規定された車両走行に際して順守すべき交通規則に基づいて
定めることができる。
【００３６】
　例えば、図２に示すような道路交通法施行令に定められた信号機の表示に対する車両の
走行規則に基づいて、例えば、図３に示す信号灯ルール、図４Ａに示す黄色停止ルール及
び図４Ｂに示す停止ルールをルール情報として定めることができる。これらのルール情報
は、決定表によって記述される。
【００３７】
　図３に示す信号灯ルールでは、信号灯の条件（環境条件）に対して車両の動作（通行、
停止、右折、左折等）が定義されている。例えば、信号灯の条件「青色」に対して「通常
運行ルール」に従った動作が定義され、信号灯の条件「赤色」に対して「停止ルール」に
従った動作が定義され、信号灯の条件「黄色」に対して「黄色停止ルール」に従った動作
が定義されている。また、信号灯の条件「黄色または赤色であって、青色が右矢印」に対
して「矢印右折通行ルール」に従った動作が定義されている。
【００３８】
　また、図４Ａに示す黄色停止ルールでは、安全条件（環境条件）「適（Ｙ）」に対して
「通常停止ルール」に従った動作が定義され、安全条件「否（Ｎ）」に対して「通常通行
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ルール」に従った動作が定義されている。また、図４Ｂに示す停止ルールでは、交差点通
過条件（交差点を既に通過しているという条件）「否（Ｎ）」に対して「通常停止ルール
」に従った動作が定義され、交差点通過条件「適（Ｙ）」かつ交差点通過方向の条件（環
境条件）「左折」に対して「通常左折通行ルール」に従った動作が定義され、交差点通過
条件「適（Ｙ）」かつ交差点通過方向の条件「右折」に対して「注意右折通行ルール」に
従った動作が定義されている。
【００３９】
　例えば、自動運転車両の環境条件、例えば、信号灯の条件「黄色」を表す環境条件情報
が入力端子ＩＮに提供されると、制御ユニット１１は、入出力インタフェース１３を介し
て前記環境条件情報を取得し（環境条件情報取得手段）、その環境条件情報（例えば、信
号灯の条件「黄色」、安全停止条件「適（Ｙ）」）をルールベースエンジン１２に供給す
る。ルールベースエンジン１２は、記憶部１５に格納されたルール情報（図３、図４Ａ、
図４Ｂ参照）を用い、そのルール情報に基づいて、提供された環境条件情報（例えば、信
号灯の条件「黄色」、安全停止条件「適（Ｙ）」）に対応した動作を決定する。例えば、
信号灯の条件「黄色」かつ安全停止条件「適（Ｙ）」に対応した「通常停止ルール」に従
った動作が決定される。
【００４０】
　ルールベースエンジン１２は、決定した環境条件情報に対応する動作を表す動作情報を
制御ユニット１１に提供し、制御ユニット１１は、その動作情報に基づいて、提供された
環境情報に対応する動作についての情報を表示器１４に表示させる。これにより、利用者
は、ルール（図３、図４Ａ、図４Ｂ）に従って決定される、提供した自動運転車両の環境
条件に対応した当該自動運転車両の動作を知ることができる。
【００４１】
　また、制御ユニット１１は、入出力インタフェース１３及び出力端子ＯＵＴを介して自
動運転車両の制御ユニットとして設計されたＥＣＵ１００に、環境条件情報（例えば、信
号灯の条件「黄色」、安全停止条件「適（Ｙ）」）を提供することができる（環境情報提
供手段）。この場合、ＥＣＵ１００から、提供された環境条件情報が表す環境条件に対し
て決めた自動運転車両の動作を表す動作情報が入力端子ＩＮに供給されると、制御ユニッ
ト１１は、ＥＣＵ１００からの動作情報を入出力インタフェース１３を介して取得する。
【００４２】
　制御ユニット１１は、ＥＣＵ１００に提供した環境条件情報をルールベースエンジン１
２に提供しており、ルールベースエンジン１２は、記憶部１５に格納されたルール情報に
も基づいて、前記環境条件情報にて表される環境条件に対応した動作を決定する。そして
、その動作を表す動作情報を制御ユニット１１に提供する。制御ユニット１１は、ルール
ベースエンジン１２から提供される動作情報に基づいて、ＥＣＵ１００から提供された動
作情報にて表される動作が、前記提供した環境条件のもとで適切であるか否かを判定する
（判定手段）。その判定結果は、表示部１４に表示されるとともに、ＥＣＵ１００に提供
される。
【００４３】
　上述したような自動運転車両の動作シミュレータによれば、自動運転車両が環境に応じ
て適切な動作を行ない得るかを確認することができる。
【００４４】
　本発明の実施の一形態に係る自動運転車両の制御装置は、図５に示すように構成される
。
【００４５】
　この自動運転車両の制御装置２０は、制御ユニット２１、物体認識モジュール２２、道
路状況認識モジュール２３、ルールベースエンジン２４、及びルール情報を格納した記憶
部２５を有している。記憶部２５には、図６、図７及び図８に示すようなルール情報（決
定表で記述）が格納されている。物体認識モジュール２２は、環境取得システム３０によ
って取得される環境に関する情報に基づいて自動運転車両の周辺の物体を認識する。道路
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に基づいて自動運転車両が走行する道路を含めた所定範囲の道路における状況を人ｓｈ引
きする。
【００４６】
　自動運転車両の物体や道路状況に関する環境条件を表す環境条件情報が取得されると、
ルール情報にて表されるルール（図６、図７、図８参照）に基づいて、取得された環境条
件情報にて表される環境条件に対応した動作が決定される。そして、その動作についての
動作制御情報が自動運転車両動作システム２００に提供される。それにより、前記決定さ
れた動作を自動運転車両に行わせる制御がなされる。
【００４７】
　上述したような自動運転車両の制御装置によれば、自動運転車両が環境に応じて適切な
動作を行なうように制御することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明に係る自動運転車両の動作シミュレータ及び動作確認方法は、自動運転車両が環
境に応じて適切な動作を行ない得るという効果を有し、環境に応じた動作を行って自立走
行する自動運転車両の動作シミュレータ及びそのような自動運転車両の動作確認方法とし
て有用である。
【００４９】
　また、本発明に係る自動運転車両の制御装置及び制御方法は、自動運転車両が環境に応
じて適切な動作を行なうように制御することができるという効果を有し、環境に応じた動
作を行って自立走行する自動運転車両の制御装置及び制御方法として有用である。
【符号の説明】
【００５０】
　１０　動作シミュレータ
　１１　制御ユニット
　１２　ルールベースエンジン
　１３　入出力インタフェース
　１４　表示部
　１５　記憶部
　２０　制御装置
　２１　制御ユニット
　２２　物体認識モジュール
　２３　道路状況認識モジュール
　２４　ルールベースエンジン
　２５　記憶部
　３０　環境取得システム
　１００　ＥＣＵ
　２００　自動運転車両動作システム
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